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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　障子の係止部が枠体に係止されて、前記障子が前記枠体にケンドン式で装着される建具
であって、
　前記枠体は、見付け部と、見込み部に形成された孔部と、を有し、
　前記係止部は、前記見付け部に対向して配置される対向部と、前記孔部に挿入される挿
入部と、前記対向部を前記見付け部に向かって付勢する付勢手段と、を有することを特徴
とする建具。
【請求項２】
　請求項１に記載された建具において、
　前記見付け部と前記対向部の一方から突出して、前記見付け部と前記対向部の間に配置
される突起を備えたことを特徴とする建具。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載された建具において、
　前記付勢手段は、前記孔部の内周部に接触して弾性変形する前記係止部の付勢部であり
、
　前記付勢部は、弾性力により、前記対向部を前記見付け部に向かって付勢することを特
徴とする建具。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかに記載された建具において、
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　前記挿入部は、前記見付け部の見付け方向に沿って突出して、突出方向に移動可能に前
記孔部内に配置されることを特徴とする建具。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかに記載された建具において、
　前記障子は、前記障子のコーナー部に配置される複数のコーナー部材と、前記コーナー
部材により接続される複数の框と、を有し、
　前記係止部は、前記コーナー部材に形成されたことを特徴とする建具。
【請求項６】
　請求項５に記載された建具において、
　前記コーナー部材は、前記框の中空部内に固定される固定部と、前記固定部に形成され
、前記中空部の内面に接触して弾性変形する押付片と、を有し、
　前記押付片は、弾性力により、前記中空部の内面に押し付けられることを特徴とする建
具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、枠体にケンドン式で装着される障子を備えた建具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ケンドン式の障子の装着時には、障子を斜めにした状態で、障子の上框を上枠に取り付
けて、障子を上方に移動させる。続いて、障子を垂直にした状態で、障子を下方に移動さ
せて、障子の下框を下枠に取り付ける。これにより、障子が、枠体に装着されて、枠体の
開口部に保持される。また、従来、外れ止め装置のストッパを上枠のレールに対向させて
、ストッパにより、枠体からの外れを防止するケンドン式の建具の網戸が知られている（
特許文献１参照）。
【０００３】
　ところが、特許文献１に記載された従来の網戸では、ストッパは、網戸の上下方向の移
動のみを抑制する。そのため、上框が上枠の見込み方向に動いて、障子にガタツキが生じ
る虞がある。また、網戸の装着前に、外れ止め装置を操作して、ストッパを下方位置に予
めセットする必要がある。これに伴い、網戸の装着のための手順と作業が増加する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２８５６０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、前記従来の問題に鑑みなされたもので、その目的は、枠体にケンドン式で装
着された障子のガタツキを抑制するとともに、障子の枠体への装着を容易に行うことであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、障子の係止部が枠体に係止されて、前記障子が前記枠体にケンドン式で装着
される建具である。前記枠体は、見付け部と、見込み部に形成された孔部と、を有する。
前記係止部は、前記見付け部に対向して配置される対向部と、前記孔部に挿入される挿入
部と、前記対向部を前記見付け部に向かって付勢する付勢手段と、を有する。
 
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、枠体にケンドン式で装着された障子のガタツキを抑制できるとともに
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、障子の枠体への装着を容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態の建具の断面図である。
【図２】本実施形態の建具の断面図である。
【図３】本実施形態の網戸の正面図である。
【図４】本実施形態のコーナー部材を示す図である。
【図５】本実施形態のコーナー部材を示す図である。
【図６】本実施形態のコーナー部材を示す図である。
【図７】本実施形態のコーナー部材を示す図である。
【図８】本実施形態のコーナー部材を示す図である。
【図９】枠体に係止された網戸の係止部を示す斜視図である。
【図１０】枠体に係止された網戸の係止部を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の建具の一実施形態について、図面を参照して説明する。
　本実施形態の建具は、枠体にケンドン式で装着される障子を備えたケンドン式の建具で
ある。また、以下説明する例では、建具は、縦すべり出し窓であり、障子は、枠体に固定
される網戸（固定網戸）である。
【００１０】
　図１、図２は、本実施形態の建具１の断面図であり、建具１の概略構成を示している。
図１は、建具１を垂直方向に切断した縦断面図であり、図２は、建具１を水平方向に切断
した横断面図である。
　図示のように、建具１は、建築物の開口部に設置されて、建築物の室内と室外の間に配
置される。また、建具１は、枠体２と、枠体２に開閉可能に取り付けられたガラス窓３と
、ガラス窓３の開閉を操作する操作機構４と、枠体２に装着された網戸５を備えている。
【００１１】
　枠体２は、複数のネジ６により、建築物の開口部を囲む縁部に取り付けられて、ガラス
窓３と網戸５を囲む。ガラス窓３と網戸５は、枠体２の開口部２Ａに配置されて、枠体２
の内側で並置される。網戸５は、ガラス窓３の室内側に配置されて、枠体２の開口部２Ａ
を覆う。網戸５が枠体２に装着された状態で、操作機構４を操作して、操作機構４により
、ガラス窓３を開閉する。ガラス窓３の開閉（移動）により、枠体２の開口部２Ａが開閉
される。
【００１２】
　ガラス窓３は、開閉障子であり、方形状の框体１０（窓框体）と、框体１０に取り付け
られたガラス部３Ａを有する。ガラス部３Ａは、複数のガラス板３Ｂを有する複層ガラス
であり、框体１０の内側に嵌め込まれる。框体１０は、枠組みされた４つの框１１～１３
（上框１１、下框１２、一対の縦框１３）を有する。框１１～１３は、框体１０を構成す
る長尺な框材（窓框）であり、それぞれガラス部３Ａの縁部に沿って配置される。
【００１３】
　操作機構４は、ガラス窓３を開閉可能に支持する開閉機構４Ａと、開閉機構４Ａに連結
された操作部材４Ｂを有する。操作部材４Ｂは、回転可能な操作ハンドルであり、枠体２
から室内側に突出する。ガラス窓３の開閉時には、操作部材４Ｂを回転して、開閉機構４
Ａを操作部材４Ｂの回転に連動して動作させる。操作機構４は、操作部材４Ｂにより操作
されて、開閉機構４Ａによりガラス窓３を開閉する。その際、一方の縦框１３（戸尻框１
３Ａ）が左右にスライドしつつ、戸尻框１３Ａを中心にガラス窓３が回転して、他方の縦
框１３（戸先框１３Ｂ）がガラス窓３の回転方向に移動する。これにより、ガラス窓３は
、室外側と枠体２側とに移動して、開閉する。
【００１４】
　枠体２は、方形状の開口枠であり、枠組みされた４つの枠７～９（上枠７、下枠８、一
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対の縦枠９）を有する。枠７～９は、枠体２を構成する長尺な枠材であり、枠体２の内側
に開口部２Ａを形成する。枠体２は、金属と樹脂からなる複合枠体であり、枠７～９に、
金属製の金属枠部７Ａ～９Ａと、合成樹脂製の樹脂枠部７Ｂ～９Ｂを有する。金属枠部７
Ａ～９Ａは、枠７～９のベース部（枠本体）であり、樹脂枠部７Ｂ～９Ｂは、金属枠部７
Ａ～９Ａの一部を覆う樹脂カバーである。
【００１５】
　金属枠部７Ａ～９Ａは、金属（ここでは、アルミニウム合金）の押出成形により成形さ
れて、方形状に組み合わされる。樹脂枠部７Ｂ～９Ｂは、合成樹脂の押出成形により成形
されて、それぞれ金属枠部７Ａ～９Ａに取り付けられる。樹脂枠部７Ｂ～９Ｂは、それぞ
れ枠７～９の長手方向に沿って配置されて、金属枠部７Ａ～９Ａの室内に露出する部分を
覆う。操作部材４Ｂは、下枠８の樹脂枠部８Ｂに取り付けられている。
【００１６】
　枠体２は、各枠７～９の見付け方向に沿って形成された見付け部７Ｃ～９Ｃと、各枠７
～９の見込み方向（室内外方向）に沿って形成された見込み部７Ｄ～９Ｄと、上枠７と下
枠８に形成された取付部７Ｅ、８Ｅを有する。見付け部７Ｃ～９Ｃは、枠体２の室内側の
額縁から開口部２Ａの内側に向かって形成されて、室内に露出する。見込み部７Ｄ～９Ｄ
は、枠体２の内周部であり、それぞれ見付け部７Ｃ～９Ｃに連続して形成されている。ま
た、見込み部７Ｄ～９Ｄは、見付け部７Ｃ～９Ｃの先端部（開口部２Ａ側の端部）から室
外側に向かって形成され、網戸５の装着位置において、枠体２の開口部２Ａを区画する。
【００１７】
　上枠７の見付け部７Ｃと見込み部７Ｄは、上枠７の樹脂枠部７Ｂに形成され、下枠８の
見付け部８Ｃと見込み部８Ｄは、下枠８の樹脂枠部８Ｂに形成されている。見込み部７Ｄ
、８Ｄは、対向して配置される。縦枠９の見付け部９Ｃと見込み部９Ｄは、縦枠９の樹脂
枠部９Ｂに形成され、一対の縦枠９の見込み部９Ｄは、対向して配置される。上枠７の取
付部７Ｅは、上枠７の樹脂枠部７Ｂに形成され、下枠８の取付部８Ｅは、下枠８の樹脂枠
部８Ｂに形成されている。
【００１８】
　網戸５は、枠体２の取付部７Ｅ、８Ｅに取り付けられて、枠体２に装着される。網戸５
の装着時には、まず、網戸５の係止部２０が枠体２に係止される。係止部２０は、網戸５
の上縁部に形成され、上枠７の取付部７Ｅに係止されて、取付部７Ｅに取り付けられる。
その状態で、網戸５の係合部５Ａが枠体２に係合して、網戸５が枠体２にケンドン式で装
着される。係合部５Ａは、網戸５の下縁部に形成された被取付部であり、下枠８の取付部
８Ｅに係合して、取付部８Ｅに取り付けられる。係合部５Ａは、凹状の係合溝であり、取
付部８Ｅは、レール状の係合突部である。取付部８Ｅが係合部５Ａ内に配置されて、係合
部５Ａが取付部８Ｅに係合する。
【００１９】
　図３は、本実施形態の網戸５の正面図であり、室内側からみた網戸５を示している。
　図示のように、網戸５は、方形状の框体３０（網戸框体）と、框体３０の内側に張られ
たシート状の網体５Ｂを有する。網体５Ｂは、框体３０の開口部に配置される面材であり
、紐状のビート（図示せず）により、框体３０に取り付けられる。ビートは、弾性部材（
例えば、ゴム部材）であり、網体５Ｂの縁部に沿って配置されて、框体３０の溝（図示せ
ず）内に固定される。
【００２０】
　網戸５の框体３０は、枠組みされた４つの框３１～３３（上框３１、下框３２、一対の
縦框３３）と、框３１～３３の端部同士を接続する４つのコーナー部材４０（上コーナー
部材４０Ａ、下コーナー部材４０Ｂ）を有する。框３１～３３は、框体３０を構成する長
尺な框材（網戸框）であり、それぞれ網戸５の縁部に沿って配置される。また、框３１～
３３は、金属（ここでは、アルミニウム合金）の押出成形により、所定の断面形状に成形
される。框３１～３３の両端面は、各框３１～３３の長手方向に対して直交して、コーナ
ー部材４０に接触する。
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【００２１】
　コーナー部材４０は、それぞれ樹脂により一体に形成され、網戸５のコーナー部５Ｃ、
５Ｄ（上コーナー部５Ｃ、下コーナー部５Ｄ）に配置される。コーナー部材４０は、網戸
５の２つの上コーナー部５Ｃに配置される２つの上コーナー部材４０Ａと、網戸５の２つ
の下コーナー部５Ｄに配置される２つの下コーナー部材４０Ｂからなる。２つの上コーナ
ー部材４０Ａは、上框３１の長手方向の両端部に配置されて、上框３１と一対の縦框３３
を接続する。２つの下コーナー部材４０Ｂは、下框３２の長手方向の両端部に配置されて
、下框３２と一対の縦框３３を接続する。框３１～３３は、コーナー部材４０により接続
されて、方形状に組み合わされる。
【００２２】
　網戸５の係合部５Ａは、下框３２の長手方向に沿って連続して形成されている。網戸５
の係止部２０は、コーナー部材４０のうちの枠体２に係止されるコーナー部材４０（係止
コーナー部材）に形成されている。ここでは、上コーナー部材４０Ａが係止コーナー部材
である。係止部２０が２つの上コーナー部材４０Ａに形成されて、２つの係止部２０が網
戸５の２つの上コーナー部５Ｃに設けられる。
【００２３】
　網戸５は、枠体２に脱着可能に装着される装着体であり、複数のコーナー部材４０と、
複数の框３１～３３と、複数の係止部２０を有する。框３１～３３（図１、図２参照）は
、中空状に形成された中空部材であり、枠７～９の見込み部７Ｄ～９Ｄに沿って配置され
る。上框３１と縦框３３は、同じ断面形状に形成され、下框３２は、他の框３１、３３と
は異なる断面形状に形成されている。框３１～３３の断面形状は、各框３１～３３の長手
方向に直交する断面の形状である。
【００２４】
　網戸５の框３１～３３は、それぞれの見付け方向に沿って形成された突片３４～３６と
、中空部３７～３９を有する。網戸５を枠体２に装着した状態で、上框３１の突片３４は
、上枠７の見付け部７Ｃに対向して配置される。また、下框３２の突片３５は、下枠８の
取付部８Ｅに対向して配置され、縦框３３の突片３６は、縦枠９の見付け部９Ｃに対向し
て配置される。コーナー部材４０は、框３１～３３の中空部３７～３９内に固定されて、
框３１～３３を接続する。
【００２５】
　図４～図８は、本実施形態のコーナー部材４０を示す図であり、複数の方向からみた上
コーナー部材４０Ａを示している。図４は、室内側からみた上コーナー部材４０Ａを示し
、図５は、室外側からみた上コーナー部材４０Ａを示している。図６は、図５のＸ１方向
からみた上コーナー部材４０Ａを示し、図７は、図５のＸ２－Ｘ２線で切断した上コーナ
ー部材４０Ａを示している。図８は、框体３０の框３１、３３に固定された上コーナー部
材４０Ａの断面図であり、図７に対応する上コーナー部材４０Ａを示している。
【００２６】
　図示のように、コーナー部材４０（上コーナー部材４０Ａ）は、ベースプレート４１と
、ベースプレート４１から突出する２つの固定部４２と、固定部４２に形成された押付片
４３を有する。ベースプレート４１は、正方形状に形成されて、隣接する２つの框３１、
３３の間に配置される。固定部４２は、ベースプレート４１の隣接する２辺に形成され、
各辺に直交する方向に突出する。また、固定部４２は、Ｈ状の断面形状に形成されており
、板状のウェブ４２Ａと、ウェブ４２Ａの２つの側部に形成された板状の２つのフランジ
４２Ｂを有する。
【００２７】
　固定部４２は、框３１、３３の中空部３７、３９に圧入される圧入部であり、互いに対
となる位置決め用突起４４と圧着用突起４５を有する。位置決め用突起４４と圧着用突起
４５は、固定部４２（ここでは、フランジ４２Ｂ）の互いに表裏となる面に設けられて、
それぞれ固定部４２の突出方向に沿って形成されている。圧着用突起４５は、位置決め用
突起４４よりも短く、位置決め用突起４４の先端部よりもベースプレート４１側の位置に
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形成されている。
【００２８】
　固定部４２は、框３１、３３の中空部３７、３９に挿入されて、中空部３７、３９内に
配置される。その際、位置決め用突起４４が中空部３７、３９の内面に接触した後、圧着
用突起４５が中空部３７、３９の内面に接触する。固定部４２は、位置決め用突起４４に
より位置決めされた状態で、中空部３７、３９に次第に挿入される。また、圧着用突起４
５が変形して、位置決め用突起４４と圧着用突起４５が中空部３７、３９の内面に密着す
る。これにより、固定部４２が中空部３７、３９内に固定されて、２つの框３１、３３が
上コーナー部材４０Ａにより接続される。
【００２９】
　押付片４３は、弾性変形可能なスナップ部であり、固定部４２の先端部（突端部）側に
フック状に形成されている。また、押付片４３は、固定部４２の突出方向に沿って形成さ
れた可動片であり、固定部４２の先端部から基端部（ベースプレート４１側の端部）に向
かって形成されている。押付片４３は、固定部４２とともに框３１、３３の中空部３７、
３９に挿入される（図７、図８参照）。これに伴い、押付片４３は、中空部３７、３９の
内面に接触して弾性変形する。その際、押付片４３の接触部４３Ａが中空部３７、３９の
内面に接触して、押付片４３が弾性変形により撓む。接触部４３Ａは、押付片４３の先端
部に形成されて、中空部３７、３９の内面に押される。
【００３０】
　押付片４３は、框３１、３３の中空部３７、３９内で、弾性変形に伴う弾性力により、
中空部３７、３９の内面に押し付けられる。押付片４３は、中空部３７、３９の内面に密
着して、中空部３７、３９に対する固定部４２の固定を補助する。押付片４３により、中
空部３７、３９の内面に対する固定部４２の摩擦力（静止摩擦力）が大きくなり、固定部
４２が中空部３７、３９から抜けるのが抑制される。
【００３１】
　なお、下コーナー部材４０Ｂは、上コーナー部材４０Ａと同様に、ベースプレート４１
と、固定部４２と、押付片４３を有する。下コーナー部材４０Ｂでは、ベースプレート４
１は、隣接する２つの框３２、３３の間に配置される。また、固定部４２が框３２、３３
の中空部３８、３９内に固定されて、２つの框３２、３３が下コーナー部材４０Ｂにより
接続される。押付片４３は、中空部３８、３９の内面に接触して弾性変形し、弾性力によ
り、中空部３８、３９の内面に押し付けられる。
【００３２】
　網戸５の係止部２０（図５、図６参照）は、上框３１の見付け方向に沿って形成された
３つの突出部（対向部２１、挿入部２２、付勢部２３）と、凹状の収容部２４を有する。
対向部２１、挿入部２２、及び、付勢部２３は、上コーナー部材４０Ａに一体に形成され
ている。対向部２１は、ベースプレート４１の一部であり、挿入部２２と付勢部２３に対
向する。付勢部２３は、挿入部２２に並べて形成されて、挿入部２２の突出方向に沿って
突出する。収容部２４は、対向部２１と挿入部２２の間、及び、対向部２１と付勢部２３
の間に形成される。網戸５の２つの係止部２０（図１参照）は、枠体２の２つの取付部７
Ｅに係止されて、それぞれ取付部７Ｅに取り付けられる。
【００３３】
　図９は、枠体２に係止された網戸５の係止部２０を示す斜視図であり、上コーナー部材
４０Ａを含む框体３０の一部を示している。また、図９は、切断された枠体２の上枠７を
示している。図１０は、枠体２に係止された網戸５の係止部２０を示す側面図であり、図
９の矢印Ｘ３方向からみた上コーナー部材４０Ａと上枠７を示している。
【００３４】
　図示のように、枠体２は、取付部７Ｅに形成されて、網戸５の係止部２０を係止する孔
部５０を有する。孔部５０は、上枠７の見込み部７Ｄに形成された貫通孔であり、上枠７
の見付け部７Ｃに対して室外側に位置する。また、孔部５０は、見付け部７Ｃに沿って形
成された長孔であり、見込み部７Ｄを上下方向に貫通する。
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【００３５】
　係止部２０の対向部２１、挿入部２２、及び、付勢部２３は、枠体２の上枠７に向かっ
て突出して、並列に形成されている。挿入部２２は、板状の第１挿入突出部であり、付勢
部２３は、フック状の第２挿入突出部である。対向部２１は、板状の対向突出部である。
係止部２０を枠体２に係止するときに、挿入部２２と付勢部２３が枠体２の孔部５０に挿
入され、対向部２１が見付け部７Ｃに対向して配置される。
【００３６】
　網戸５を枠体２に装着した状態で、挿入部２２と付勢部２３は、見付け部７Ｃの見付け
方向に沿って突出して、突出方向（孔部５０への挿入方向）に移動可能に孔部５０内に配
置される。また、対向部２１は、見付け部７Ｃの見付け方向に沿って突出して、突出方向
に移動可能に配置される。見付け部７Ｃの一部は、係止部２０の収容部２４に収容されて
、対向部２１と挿入部２２の間、及び、対向部２１と付勢部２３の間に配置される。対向
部２１は、見付け部７Ｃの室内側に配置され、挿入部２２と付勢部２３は、見付け部７Ｃ
の室外側に配置される。見付け部７Ｃは、収容部２４の底部と対向部２１の先端部との間
で、対向部２１に沿って相対的に変位する。
【００３７】
　見付け部７Ｃと対向部２１が間隔を開けて配置されて、隙間６０が見付け部７Ｃと対向
部２１の間に形成される。建具１は、隙間６０を塞ぐ突起６１を備えている。突起６１は
、見付け部７Ｃと対向部２１の一方から他方に向かって突出して、見付け部７Ｃと対向部
２１の間に配置される。ここでは、突起６１は、見付け部７Ｃの下端部に形成され、見付
け部７Ｃから対向部２１に向かって突出する。また、突起６１は、上枠７の長手方向に連
続して形成されている。
【００３８】
　孔部５０は、挿入部２２及び付勢部２３よりも、見込み部７Ｄの見込み方向Ｓ（室内外
方向）に大きい。そのため、挿入部２２は、孔部５０内で、見込み方向Ｓに移動可能にな
っている。挿入部２２が見込み方向Ｓに移動したときには、挿入部２２は、孔部５０の内
周部５１、５２に接触して停止する。このように、挿入部２２が孔部５０に挿入された状
態で、孔部５０の内周部５１、５２により、挿入部２２の見込み方向Ｓへの移動が規制さ
れる。これにより、係止部２０及び網戸５の見付け方向Ｓへの移動が規制されて、網戸５
の見込み方向Ｓのガタツキが抑制される。網戸５の見込み方向Ｓへの移動時に、挿入部２
２は、孔部５０の内周部５１、５２に接触して、係止部２０に加えられる荷重を受ける。
挿入部２２により、係止部２０の強度が確保される。
【００３９】
　挿入部２２と接触する孔部５０の内周部５１、５２は、見込み方向Ｓの一方側に位置す
る孔部５０の一方側内周部５１と、見込み方向Ｓの他方側に位置する孔部５０の他方側内
周部５２である。孔部５０の一方側内周部５１と他方側内周部５２は、互いに平行に、か
つ、上枠７の長手方向に沿って形成されている。ここでは、見込み方向Ｓの一方側は室外
側であり、見込み方向Ｓの他方側は室内側（見付け部７Ｃ側）である。従って、一方側内
周部５１は、孔部５０の室外側内周部であり、挿入部２２と付勢部２３に対して室外側に
位置する。また、他方側内周部５２は、孔部５０の室内側内周部であり、挿入部２２と付
勢部２３に対して室内側に位置する。
【００４０】
　係止部２０の付勢部２３は、弾性変形可能なスナップ部であり、挿入部２２とともに孔
部５０に挿入されて、孔部５０の他方側内周部５２に接触する。これに伴い、付勢部２３
は、他方側内周部５２により押されて弾性変形し、孔部５０の一方側内周部５１に向かっ
て撓む。孔部５０内で、付勢部２３は、弾性変形に伴う弾性力により、見込み方向Ｓの一
方側（一方側内周部５１）に向かって挿入部２２を付勢する。その状態で、挿入部２２と
内周部５１、５２の間にクリアランスが設けられる。また、付勢部２３は、対向部２１を
見付け部７Ｃに向かって付勢して、見付け部７Ｃに対する対向部２１のガタツキを抑制す
る。このように、係止部２０は、対向部２１を付勢する付勢手段２５を有する。ここでは
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、付勢手段２５（付勢部２３）により、対向部２１が見付け部７Ｃの突起６１に向かって
付勢されて、突起６１に対する対向部２１のガタツキが抑制される。
【００４１】
　網戸５の装着時には、網戸５を上下方向に移動させて、枠体２に網戸５をケンドン式で
装着する。具体的には、まず、網戸５を斜めにした状態で、挿入部２２と付勢部２３を孔
部５０に挿入して、網戸５の係止部２０を枠体２に係止する。続いて、網戸５を上方に移
動させて、見付け部７Ｃを収容部２４に収容し、挿入部２２と付勢部２３を孔部５０に押
し込む。その際、対向部２１は、見付け部７Ｃに対向して配置されて、見付け部７Ｃに沿
って移動する。次に、網戸５を垂直にした状態で、網戸５を下方に移動させ、網戸５の係
合部５Ａを下枠８の取付部８Ｅに係合して、網戸５を枠体２に取り付ける。これにより、
網戸５が枠体２に装着される。網戸５の装着途中及び装着後に、係止部２０は、枠体２に
係止された状態に維持される。
【００４２】
　以上説明したように、本実施形態の建具１では、網戸５のガタツキを抑制することがで
きる。また、網戸５の装着のための手順と作業を簡単にして、網戸５の枠体２への装着を
容易に行うことができる。挿入部２２が突出方向に移動可能に孔部５０内に配置されるた
め、挿入部２２の孔部５０への挿入と網戸５の装着を円滑に行うことができる。突起６１
により、見付け部７Ｃと対向部２１の間の隙間６０を塞ぐこともできる。
【００４３】
　係止部２０をコーナー部材４０に形成することで、網戸５の部品数の増加を抑制できる
とともに、係止部２０を網戸５に簡単に設けることができる。コーナー部材４０の固定部
４２に形成された押付片４３により、固定部４２を框３１～３３の中空部３７～３９内に
しっかりと固定して、固定部４２が中空部３７～３９から抜けるのを抑制することができ
る。固定部４２と中空部３７～３９の寸法にバラツキがあるときでも、固定部４２を中空
部３７～３９に容易に挿入しつつ、押付片４３により、固定部４２を中空部３７～３９内
に確実に固定することができる。
【００４４】
　係止部２０の付勢手段２５により、見付け部７Ｃに対する対向部２１の変位を規制して
、対向部２１のガタツキを抑制することができる。また、係止部２０の見込み方向Ｓへの
移動を抑制して、網戸５のガタツキを更に抑制することができる。付勢手段２５が係止部
２０の付勢部２３であるため、対向部２１及び網戸５のガタツキを簡単に抑制することが
できる。
【００４５】
　なお、係止部２０の付勢手段２５は、対向部２１を見付け部７Ｃに向かって付勢可能な
手段であればよく、付勢部２３以外の付勢手段であってもよい。また、突起６１を弾性変
形可能な緩衝材により形成してもよい。この場合には、突起６１と対向部２１が接触した
ときに、突起６１により衝撃を吸収して、対向部２１と見付け部７Ｃの破損を防止するこ
とができる。
【００４６】
　網戸５がコーナー部材４０を有さないときには、係止部２０は、網戸５の枠体２に係止
される部分（例えば、框体３０の上框３１）に設けられる。また、網戸５がコーナー部材
４０を有するときに、網戸５のコーナー部材４０以外の部分に係止部２０を設けるように
してもよい。１つの係止部２０のみが網戸５に設けられていてもよく、３つ以上の係止部
２０が網戸５に設けられていてもよい。
【００４７】
　網戸５の装着の仕方に対応して、係止部２０は網戸５の種々の位置に設けられる。また
、孔部５０は、係止部２０の位置に対応して、係止部２０を係止する枠体２の見込み部７
Ｄ～９Ｄに形成される。例えば、網戸５の一対の縦框３３をケンドン式で枠体２に取り付
けるときには、係止部２０は、一方の縦框３３、又は、一方の縦框３３の中空部３９内に
固定されるコーナー部材４０に設けられる。この場合には、枠体２の取付部は、一対の縦
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枠９に設けられ、孔部５０は、一方の縦枠９の見込み部９Ｄに形成される。網戸５は、左
右方向に移動して、枠体２にケンドン式で装着される。
【００４８】
　本発明は、縦すべり出し窓に限定されず、枠体にケンドン式で装着される障子を備えた
種々の建具に適用することができる。建具の障子は、網戸５以外の障子（例えば、ガラス
窓、シェード、スクリーン、面材）であってもよく、框体を有さない装着体であってもよ
い。
【符号の説明】
【００４９】
　１・・・建具、２・・・枠体、３・・・ガラス窓、４・・・操作機構、５・・・網戸、
６・・・ネジ、７・・・上枠、８・・・下枠、９・・・縦枠、１０・・・框体、１１・・
・上框、１２・・・下框、１３・・・縦框、２０・・・係止部、２１・・・対向部、２２
・・・挿入部、２３・・・付勢部、２４・・・収容部、２５・・・付勢手段、３０・・・
框体、３１・・・上框、３２・・・下框、３３・・・縦框、３４・・・突片、３５・・・
突片、３６・・・突片、３７・・・中空部、３８・・・中空部、３９・・・中空部、４０
・・・コーナー部材、４１・・・ベースプレート、４２・・・固定部、４３・・・押付片
、４４・・・位置決め用突起、４５・・・圧着用突起、５０・・・孔部、５１・・・一方
側内周部、５２・・・他方側内周部、６０・・・隙間、６１・・・突起。

【図１】 【図２】
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【図７】

【図８】
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